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知 事 提 案 説 明 要 旨（追加分） 

                                          令和７年１１月県議会定例会 

 

【 県 政 報 告 】 

 ただいま提案いたしました議案の御説明に先立ち、２点御報告を申し

上げます。 

 

１点目は、「高病原性鳥インフルエンザの発生」についてでありま

す。 

今シーズン、韓国では９月に養鶏場での発生が確認され、県内におい

ても、これまでで最も早い１０月中旬から野鳥での感染が複数確認され

ていたことから、養鶏農家や関係機関と情報を共有し、最大限の警戒に

努めておりました。 

そのような中、先月２２日、日向市の約４万８千羽を飼養する肉用養

鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されまし

た。 

国の特定家畜伝染病防疫指針では、判定後２４時間以内を目安に殺処

分を、７２時間以内を目安に埋却を完了することとされています。２１

日午後５時、まだ疑い事例が確認された段階でありましたが、県対策本

部会議を開催し、あらかじめ初動防疫の対応等について確認し、全庁を

挙げて迅速な対応を図るよう指示しました。 

その後、翌２２日午前８時、国において疑似患畜と判定されたことを

受け、ＪＡ、県建設業協会、日向市をはじめとする多くの団体・企業等

の御協力をいただき、延べ４８０名態勢で発生農場の防疫措置を実施し

ました。 

併せて、同時刻から県内４カ所に消毒ポイントを設置し、畜産関係車

両の消毒を実施するとともに、同日午前１１時より、畜産関係団体等を

招集して緊急防疫会議を開催し、改めて発生防止対策の徹底を強く呼び
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かけたところであります。 

今シーズンは、今回の事例を含め、これまでに全国で４道県６事例の

発生が確認されており、その発生時期も過去と比べて早くなっていま

す。 

引き続き、「防疫を標準装備に」を合い言葉に、関係団体等と緊密に

連携し、農場へのウイルス侵入防止対策の更なる強化を図るなど、危機

感を持って発生を防止するための取組を進めてまいります。 

 

２点目は、「「神楽」の２０２８年ユネスコ無形文化遺産への提案決

定」についてであります。 

先月２８日、「神楽」が本年度のユネスコ無形文化遺産への提案案件

に決定したと国から発表があり、２０２８年の登録に向けて大きく前進

しました。長きにわたり、誇りと情熱をもって「神楽」の保存・継承に

取り組んでこられた全ての皆様に深く敬意を表します。 

これまで本県では、日本の伝統文化である神楽の歴史的・文化的価値

を更に高め、地域における神楽の保存・継承の意欲を創出し、ひいて

は、地域社会の維持・活性化につなげていくため、神楽のユネスコ無形

文化遺産登録を目指してまいりました。そして、本県が全国の関係団体

に呼びかけ、国への要望活動や機運の醸成に取り組んでまいりました。 

県議会におかれましても、神楽の魅力発信や保存・継承に向けた取組

に対し、長年にわたり強力に支えていただきましたことを、この場をお

借りしまして厚く御礼申し上げます。 

今後、本件については、来年３月末までにユネスコに提案され、２０

２８年の登録に向けた審査が行われる予定となっています。 

県としましても、引き続き、ユネスコ登録に向けて国内外に神楽の魅

力を発信していくとともに、この取組を通じて、将来にわたり神楽の保

存・継承につなげていくことができるよう精力的に取り組んでまいりま

す。 
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【 議 案 の 概 要 】 

 それでは、ただいま提案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。 

 今回、追加提案しました議案は、国の令和７年度補正予算に対応する

もの、並びに、県職員、市町村立学校職員及び特別職の給与改定を行う

ものです。 

 

 はじめに、補正予算案についてであります。 

補正額は、 

一般会計が、    ４５９億９，１２０万３千円 

特別会計が、          １９２万７千円 

公営企業会計が、   １７億７，１１３万１千円 

であります。 

 

 この結果、一般会計の予算規模は、 

７，２９５億９，５５８万３千円 

となります。 

 

 今回の補正予算案による一般会計の歳入財源は、 

  分担金及び負担金      ８億６，４０８万円 

国 庫 支 出 金     ２１６億  ９６３万７千円 

  繰  入  金      ５４億４，２６１万８千円 

  諸  収  入       ８億４，１２６万８千円 

  県     債     １７２億３，３６０万円 

であります。 
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 続きまして、一般会計補正予算案に計上した主な事業の概要について

御説明いたします。 

 今回、国の補正予算への対応として、国土強靱化対策等の公共事業及

び物価高対策事業を計上しております。 

まず、国土強靱化対策等の公共事業については、道路や河川、砂防、

港湾等の整備、土地改良や農地防災、造林や治山などに要する経費を措

置するものです。 

次に、物価高対策事業として計上した「物価高対応プレミアム付商品

券等発行事業」は、重点支援地方交付金を活用して早期に事業効果を挙

げるため、市町村に対し、プレミアム付商品券等の発行に要する費用を

補助するための経費です。 

なお、当事業以外の重点支援地方交付金を活用した物価高対策事業に

つきましては、国の補正予算の詳細内容等を精査した上で、改めて事業

を構築し補正予算を編成してまいります。 

 

【 予 算 以 外 の 議 案 】 

 次に、予算以外の議案について御説明いたします。 

議案第３０号及び第３１号は、県職員及び市町村立学校職員の給与を

改定するため、関係条例の改正を行うものです。 

議案第３２号は、特別職の期末手当の支給月数を改定するため、関係

条例の改正を行うものです。 

 

 以上、追加提案いたしました議案の概要について御説明しました。 

議員の皆様におかれましては、よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 


